
広告掲載約款 

第１条（総則） 

 

本約款は、クックパッド株式会社（以下、「当社」といいます。）の運営する「クック

パッド」、「モバれぴ」及び当社が配信するメールマガジン等（以下「当社媒体」とい

います。）への広告掲載に関する契約条件となります。 

 

第２条（広告掲載契約の成立）  

1. 広告掲載の申込者（以下、「申込者」といいます。）が広告掲載の申込みを行う

にあたっては、当社の定める様式の申込書（以下、「申込書」といいます。）に

よるものとします。 

2. 当社と申込者との間に書面による事前の合意がない限り、ここに記載されて

いる契約条件が変更されることはありません。申込書に本約款に定める事項

と異なる記載がある場合にも、第６条１項に定める支払条件を除き、本約款が

優先して適用されるものとします。 

3. 申込者からの広告掲載申込みに対して、当社が遅滞なく承諾の意思表示をし

たときに、本約款と申込書を契約内容とする広告掲載契約が成立します。た

だし、当社は、広告掲載開始日を調整する権利を留保させて頂きます。 

第３条（申込者の責務）  

1. 申込者は、申込みにかかる広告内容が第三者の権利を侵害するものではな

いことおよび記載内容に係わる財産権のすべてにつき権利処理が完了してい

ることを当社に対して保証するものとします。  

2. 第三者から当社に対し、広告に関連して損害を被ったという請求がなされた場

合は、申込者の責任および負担において解決するものとします。ただし、当該

損害が当社の責に帰すべき事由に起因する場合はこの限りではありません。 

 

第４条（広告掲載基準） 

当社では、申込者からの広告掲載申込みにあたり、掲載する広告の内容及び当該広

告のリンク先の内容が以下の各号（以下、「本広告掲載基準」といいます。）に該当す

るか否かの審査を行い、本広告掲載基準に違反すると判断した場合には、当社は第

２条３項の承諾を行わないものとします。 



1. 暴力、賭博、麻薬、売春等の犯罪を肯定・美化するもの 

2. 醜悪、残虐、猟奇的で不快感を与える恐れのあるもの 

3. 性に関する表現で、卑猥性の高いもの 

4. 風紀を乱したり、犯罪を誘発する恐れのあるもの 

5. 公序良俗に反しているもの 

6. 犯罪的行為に結び付くもの 

7. 第三者の財産、プライバシーを侵害するもの 

8. 第三者に不利益を与えるもの 

9. 第三者を誹謗中傷するもの 

10. 料理や食事をする際の気分を害する可能性のあるもの 

11. 当社において広告掲載不可としているサービス、商品に関するもの 

12. 法律、政令、省令、条例その他規則、行政指導などに違反するもの。またその

恐れのあるもの 

13. 広告の表現とリンク先の内容が著しく異なるもの 

14. 明示的もしくは黙示的に特定競合を示唆した比較表現、実証されていない事

項を挙げる比較表現、不公平な基準による比較表現が含まれるもの 

15. 投機、射幸心を著しく煽るもの 

16. 薬事法の定めを遵守していないもの 

17. 非科学的、または迷信に類するもので、当社媒体の利用者を惑わせたり、不

安を与える恐れのあるもの 

18. 氏名、写真、談話及び商標権、著作権等を無断で利用したもの 

19. 内外の国家、民族などの尊厳を傷つける恐れのあるもの 

20. 欺瞞的なものなど、いわゆる悪質商法によるもの 

21. 特定の宗教や政治に関するもの 

22. 紙幣、通貨（またはそれに類似するもの）を連想させる表現のあるもの 

23. 当社もしくは当社媒体と競合する会社、サービスに関するもの 

24. 当社もしくは当社媒体の運営を妨げるもの 

25. その他当社もしくは当社媒体の品位を損なうと判断されるもの 

26. 過去に本広告掲載基準に違反した申込者からの出稿 

27. 内容その他につき責任の所在が不明確なもの 

28. 内容およびその目的が不明確なもの 

29. 内容に虚偽や不当・誇大表示があり、誤認・錯誤される恐れのあるもの 

30. その他、当社が不適切と判断したもの 

第５条（競合調整について） 



当社では事前に協議して合意した場合を除き、広告掲載に関して、競合調整（ここで

「競合調整」とは、類似商品・サービスに関する複数の広告が同一時期に掲載されな

いこと等を目的として掲載時期等の調整を行うことをいいます。）は一切行いません。 

 

第６条（広告料金の支払方法） 

1. 当社は、申込者に対し、申込書に記載された広告掲載期間の最後の日の属

する月の月末までに広告料金の請求書を発行するものとし、申込者は、当社

から請求された当該広告料金全額を翌月末までに支払うものとします。本項

の規定にかかわらず、広告掲載期間が 2 か月以上に渡る場合など当社が特

に必要と認めた場合には支払条件を変更することがあります。この場合、当

社は変更した支払条件を申込書により申込者に通知するものとします。  

2. 契約成立後から広告掲載開始前もしくは掲載期間中に申込者の都合による

解約が行われた場合には、解約の申込がなされた日の属する月の末日まで

に広告料金の請求書を発行するものとし、申込者は、第 1１条の定めに従い

算定された金額を翌月末までに支払うものとします。 

3. 本条に定める広告料金の支払は、当社が定める銀行口座に、広告料金に消

費税および地方消費税を加えた額を振込むことによって行うものとします。な

お、振込手数料は申込者の負担とします。  

第７条（支払遅延の効果）  

1. 申込者が第６条に定める支払を遅滞した場合、当社は広告掲載契約および

遅滞のあった時点で成立している他の広告掲載契約に基づく広告掲載の全

てを申込者による支払がなされるまで履行しないことができるものとします。こ

の場合、申込者は当該広告掲載がなされないことについて当社に対し損害賠

償請求を行うことはできないものとします。 

2. 申込者は第６条に定める広告料金の支払を行わない場合、当社に対し、実際

の支払日まで、その日数に応じて年利１０％の遅延損害金を支払うものとしま

す。  

第８条（広告原稿の入稿方法）  

1. 申込者が当社媒体に掲載を希望する広告の原稿は、当社が指定する日時ま

でに、当社が広告仕様書において指定する形式・形態で行うものとします（以

下、「入稿」といいます。）。また、申込者がすでに入稿した広告の内容を変更

する場合も同様とします。 



2. 申込者の故意または過失によって前項に定める入稿が行われなかった場合、

当社は広告掲載契約に基づく債務を履行する義務を免れるものとします。そ

の場合も、当社は当該広告掲載を行うことができなかった期間を含めて広告

料金を申込者に対して請求することができるものとします。 

第９条（広告内容の変更） 

1. 当社は、広告掲載契約が成立した後も、申込みを受けた広告の内容、形式、

もしくはデザインあるいは広告主のホームページの内容等が各種法令に違反

している、あるいはそのおそれがある、または本広告掲載基準に抵触している

と判断した場合、申込者に対し、当該申込みに係る広告の内容、形式、もしく

はデザイン等の変更を求めることができるものとします。  

2. 広告掲載期間かどうかを問わず、申込者が当社からの前項に基づく申し入れ

を拒絶した場合、または申込者が直ちに変更を行わない場合、当社は、申込

者に対して、催告その他何らの手続きを要せずに、債務不履行責任等の一切

の法的責任を負うことなく広告掲載契約を解除することができ、かつ、この場

合においては、申込者からの解約の申込があったものとして第６条２項及び

第１１条の定めを適用するものとします。 

 

第１０条（契約の解除）  

1. 申込者が次の各号の一に該当した場合、当社は申込者への催告その他何ら

の手続きを要することなく、本契約の全部もしくは一部につき履行を停止し、ま

たは本契約の全部もしくは一部を解除することができるものとします。この場

合でも、当社は、申込者に対して当社が被った損害の賠償請求ができるもの

とします。 

（１） 本約款または当社との他の契約に違反し、当社の催告にも拘わらず

速やかにこれを履行しないとき 

（２） 差押え、仮差押え、仮処分、強制執行、競売、租税滞納処分、あるい

は営業免許取消などの公権力の処分を受け、または特別清算、会社

整理、民事再生 手続、会社更生、破産等の法的倒産手続の申立て

があったとき、手形もしくは小切手を不渡りにしたとき、その他申込者

の財政状態が悪化したと当社が判断したとき 

（３） 申込者または申込者の代理人、代表者もしくは従業員等が法令に違

反した場合などで、申込者から委託を受けた広告掲載を継続すること



が当社または申込者の利益または信用を阻害するおそれがあると当

社が判断したとき 

（４） 申込者または申込者の代理人、代表者もしくは従業員等が当社、その

関連会社または広告業界の信用を傷つけたとき、またはそのおそれ

があると当社が判断したとき 

（５） 広告またはそこからリンクしたホームページの記載内容の全部または

一部が各種法令に違反している、あるいはそのおそれがあるとき、ま

たは本広告掲載基準に抵触しているとき 

（６） 広告の記載内容が不適切と当社が判断したとき 

2. 申込者が前項の各号の一に該当した場合、申込者が当社に対して負担する

一切の債務（この広告掲載契約における債務に限らない）に関する期限の利

益は直ちに喪失するものとします。  

第１１条（契約成立後の申込者の都合による解約） 

申込者は、広告掲載契約の成立後においても、申込者の都合で広告配信契約を解

約することができますが、その場合、申込者は、第６条２項に従い、当社に対し広告

料金に下記の料率を乗じた算出するところの金員を支払わなければならないものとし

ます。 

1. 当社による広告ページの制作を伴わないもの 

（１） 広告掲載開始日の１５日以前に申込者から解約の申込がなされた場

合には広告料金の５０％ 

（２） 広告掲載開始日の１４日前から掲載終了日までに申込者から解約の

申込がなされた場合には広告料金の１００％ 

2. 当社による広告ページの制作を伴うもの 

（１） 広告掲載開始日の９０日以前に申込者から解約の申込がなされた場

合には広告料金の５０％ 

（２） 広告掲載開始日の８９日前から掲載終了日までに申込者から解約の

申込がなされた場合には広告料金の１００％ 

第１２条（免責） 

1. 停電・通信回線の事故・天災等の不可抗力、通信事業者の不履行、インター

ネットインフラその他サーバー等のシステム上の不具合、緊急メンテナンスの

発生など当社の責に帰すべき事由以外の原因により広告掲載契約に基づく



債務の全部または一部を履行できなかった場合、当社はその責を問われない

ものとし、当該履行については、当該原因の影響とみなされる範囲まで義務を

免除されるものとします。ただし、当社の故意または重過失による場合はこの

限りではありません。なお、この場合、当社が掲載を行わなかった部分につい

ては申込者の支払債務も生じないものとします。 

2. 広告掲載期間の初日及び広告掲載期間中において広告内容を変更した場合

の変更した広告の掲載初日の午前 10 時から正午までの間は広告掲載調整

時間とし、当該調整時間内の不具合について、当社は免責されるものとしま

す。 

3. 当社媒体に広告を掲載中に、当該広告からのリンク自体が無効となった場合

やリンク先のサイトに不具合が発生した場合、当社は当該広告掲載を停止す

ることができるものとし、この場合当社は広告不掲載の責を負わないものとし

ます。  

4. 広告掲載契約に関連して、理由の如何を問わず当社が申込者に対し損害賠

償責任を負う場合には、当該賠償額は申込者との間の広告掲載契約におけ

る広告料金を上限とします。  

 

第１３条（秘密保持） 

当社と申込者は、本約款に基づく広告掲載契約の履行に関し知り得た相手方の機密

事項について、相手方の書面による承諾を得ない限り、一切第三者に開示、漏洩し

ないものとします。  

 

第１４条（管轄）  

この広告掲載契約に関する訴訟については、東京地方裁判所または東京簡易裁判

所を第一審専属管轄裁判所とします。  

第１５条（準拠法） 

本約款の成立、効力、履行及び解釈には、日本国法が適用されるものとします。 

 

第１６条（契約条件の変更）  



当社はいつでも本約款の各条項を変更することができるものとします。ただし、既に

成立している広告掲載契約については、当該広告掲載の申込みを行った日（申込書

記載の申込日）における本約款の各条項が適用されるものとします。  

２００８年２月１８日制定 
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